
 
 

 

 

 

総務課  

 

      区長報告第１６号 

        庁有自転車の交通事故に係る和解について 

 

１ 事故の概要 

（１）日   時  令和３年７月１５日（木） 午後１時２８分頃 

（２）場   所  港区西麻布一丁目１３番先（都道北品川四谷線道路上） 

（３）相 手 方  個人 

（４）事故の内容   

   麻布地区総合支所協働推進課の職員が、麻布地区総合支所から港区立西麻布い

きいきプラザに向かう途中で信号待ちをするため庁有自転車を停止しようとした

ところ、当該自転車の右側から走行してきた相手方の自転車と衝突しました。 

（５）損 害 内 容 

   麻布地区総合支所協働推進課の職員は、腰椎捻挫（治療期間：６５日、実通院日

数：５日） 

   相手方は、頸椎捻挫（治療期間：２０１日、実通院日数：４６日） 

   なお、庁有自転車及び相手方自転車には、損害なし。 

（６）責任の割合  区：５０％  相手方：５０％ 

 

２ 専決処分日（和解締結日） 

令和４年８月２４日（水） 

 

３ 相手方に対する損害賠償額 

  ３０万１，１８３円 

 

４ 区に対する損害賠償額 

 ５万３，５２３円 

令和４年９月１３日 資料№７ 
総 務 常 任 委 員 会 
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相手方自転車 

事故発生場所 

国土地理院の電子地形図（タイル）に事故現場等を追記して掲載 

位置図 
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港区立西麻布いきいきプラザ 
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事故発生場所の写真：事故発生場所を東側から見たもの 

 

 

事故発生場所の写真：事故発生場所を北側から見たもの

 

事故発生場所 

事故発生場所 
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